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離
島
に
居
住
す
る
妊
婦
の
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
島
を
離
れ
て
妊

婦
健
診
・
出
産
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
、そ
の
際
の
船
舶
・

航
空
機
の
交
通
費
及
び
宿
泊
を
伴
う
移
動
が
多
い
こ
と
が
、
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
土

審
議
会
の
離
島
振
興
対
策
分
科
会
に
お
い
て
も
、
特
に
産
婦
人
科
の

な
い
離
島
の
妊
婦
支
援
が
必
要
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
に
成
立
し
た
離
島
振
興
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
第
三
条
第
二
項
第
六
号
で
は
、
医
療
の
確
保
等
の
具

体
的
な
内
容
と
し
て
「
妊
婦
が
健
康
診
査
を
受
診
し
、
及
び
出
産
に

必
要
な
医
療
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
支
援
を
含
む
。」

が
追
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
離
島
振
興
を
生
活
・
産
業
基
盤
の
整
備
、

交
通
の
確
保
や
農
林
水
産
業
の
振
興
だ
け
で
な
く
医
療
、
高
齢
者
福

祉
な
ど
も
含
め
、
総
合
的
に
行
っ
て
い
く
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が

主
務
大
臣
と
し
て
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
厚
生
労
働
省
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
平
成

二
五
年
度
か
ら
妊
婦
の
健
康
診
査
又
は
出
産
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
病
院
、
診
療
所
等
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
離
島
に

居
住
す
る
妊
婦
の
健
康
診
査
受
診
時
・
分
娩
時
に
か
か
る
交
通
費
及

特
集

改
正
離
島
振
興
法
施
行

１
．
改
正
離
島
振
興
法
に

妊
婦
健
診
・
出
産
支
援
が
追
記

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
島
へ
。
そ
の
た
め
の
支
援
と
し
て
、
病
院
や
診
療
所
な
ど
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
離
島
に
居
住
す
る
妊
婦
の
出
産
経
費
を
特
別
交
付
税
と
し
て
措
置
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
定
期
健
診
や
分
娩
時
の
際
の
交
通
・
宿
泊
費
な
ど
を
助
成
す
る
こ
と
で
、
条
件
不
利
地
域

で
も
あ
る
離
島
の
少
子
化
対
策
へ
も
つ
な
げ
て
い
く
。

離
島
の
妊
婦
健
診
・
出
産
に
係
る

支
援
経
費
の
特
別
交
付
税
措
置
化
に
つ
い
て

２
．
交
通
費
及
び
宿
泊
費
支
援
経
費
の

特
別
交
付
税
措
置
化
へ
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図１　離島に居住する妊婦が健康診査を受診するための交通費等の支援について 
 

図２　【参考】地方自治体における地方交付税の算定方法 

○離島振興法の改正に伴い、新たに「妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける
機会を確保するための支援」が盛り込まれた。 

○平成25年度より、妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所
等が設置されていない離島に居住する妊婦の健康診査受診時・分娩時にかかる交通費及び宿泊
費の支援に要する経費につき、特別交付税措置を講じることについて総務省と合意。

※今後､｢特別交付税に関する省令｣の改正（秋頃を予定）により、当該支援にかかる算定基準が策定される予定。 
※各地方自治体が実施する妊婦健診にかかる費用の公費助成については、従来、国庫補助事業で行ってきた分も含め、
全て地方財政措置を講ずることとなった。 

●対応方針 

○地方交付税には「普通交付税」と「特別交付税」の２種類があり、地方交付税総額の９４％に相当する額
を普通交付税とし、６％に相当する額を特別交付税とすることとされている。

○特別交付税は、画一的な方法で算定される普通交付税を補完する役割を持っており、普通交付税の算定基
礎となる基準財政需要額の算定方法によっては捕捉されなかった特別の財政需要（離島などの地理的条件
によるもの等）がある場合等に算定交付される。　※普通交付税不交付団体にも交付される。

○特別交付税は、年２回に分けて決定、交付される（第１回目は１２月、第２回目は３月に交付）。

○特別交付税として算定される事項や、その算定方法については､｢特別交付税に関する省令｣に規定。

●特別交付税とは 

地方交付税の仕組み 
（性格） 
　地方交付税は、地方公共団体間の財
源の不均衡を調整し、どの地域に住む国
民にも一定の行政サービスを提供できるよう
財源を保障するためのもので、地方の固有
財源。 

（種類） 
普通交付税＝地方交付税総額の９４％ 
特別交付税＝地方交付税総額の６％ 

特別交付税に関する省令により算定 

基準財政需要額 

特別交付税 

普通交付税 

基準財政収入額 

留保財源 

標
準
税
収
入 

単位費用 
× 

測定単位（国調人口等） 
× 

補正係数（寒冷補正等） （標準税収入×７５％） 

基準財政需要額　－　基準財政収入額
（＝財源不足額）

（標準税収入×２５％）

需要項目（災害、除排雪、
離島航路など）－　減額項目（財源超過額、

公営競技など）
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び
宿
泊
費
の
支
援
に
要
す
る
経
費
に
つ
き
、
特
別
交
付
税
措
置
を
講

じ
る
こ
と
で
総
務
省
と
合
意
し
ま
し
た
。

　
こ
の
特
別
交
付
税
は
、
画
一
的
な
方
法
で
算
定
さ
れ
る
普
通
交
付

税
を
補
完
す
る
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
普
通
交
付
税
の
算
定
基
礎
と

な
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
は
補
足
さ
れ
な
か
っ

た
特
別
の
財
政
需
要
（
離
島
な
ど
の
地
理
的
条
件
に
よ
る
も
の
等
）
が
あ

る
場
合
に
査
定
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
特
別
交
付
税
は
、
年
二
回
（
第
一
回
目
は
一
二
月
、
第
二
回
目
は
三
月
）

に
分
け
て
決
定
、
交
付
さ
れ
て
お
り
、
特
別
交
付
税
と
し
て
算
定
さ

れ
る
事
項
や
、
そ
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、「
特
別
交
付
税
に
関

す
る
省
令
」（
昭
和
五
一
年
自
治
省
令
第
三
五
条
）
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
般
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
後
必
要
な
省
令
改
正
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
措
置
に
よ
り
、
離
島
に
居
住
す
る
妊
婦
の
費
用
負
担
の
軽
減

が
図
ら
れ
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
に

寄
与
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
母
子
保
健
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と

を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。 

■

離
島
の
妊
婦
健
診
・
出
産
に
係
る
支
援
経
費
の
特
別
交
付
税
措
置
化
に
つ
い
て

・
第
八
十
七
条
　
都
道
府
県
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、医
療
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実

施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
医
療
の
特
殊
事
情
に
鑑
み
、
当
該
地
域

に
お
い
て
医
師
等
の
確
保
、
病
床
の
確
保
等
に
よ
り
必
要
な
医
療
が
確
保
さ
れ
る
よ

う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

○
医
療
法
附
則
条
文

第
八
十
七
条
　
都
道
府
県
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
医
療
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実

施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
医
療
の
特
殊
事
情
に
鑑
み
、
当
該
地
域

に
お
い
て
医
師
等
の
確
保
、
病
床
の
確
保
等
に
よ
り
必
要
な
医
療
が
確
保
さ
れ
る
よ

う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

○
離
島
振
興
法
附
則
条
文

（
医
療
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

■
医
療
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
改
正
離
島
振
興
法
の
附
則
第
七
条
に
、「
医
療
法
の
一
部
改
正
」
が
盛

り
込
ま
れ
た
。
離
島
に
必
要
な
医
療
確
保
の
た
め
、
都
道
府
県
の
医
療
計

画
作
成
に
お
い
て
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
で
は
医
師
等
や
病
床
の
確

保
な
ど
適
切
な
配
慮
を
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
平
成
二
四
年
度
中
に
医
療
法
の
附
則
改
正
が
な
さ
れ
、

同
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。 

 （
本
誌
編
集
部
）


